
平成 30年 10月 5日 

魚沼みなみ農業協同組合 

 

住宅ローンの金利引下げ条件の変更につきまして 

 

 当農協におきましては、店頭にて告知しております、住宅ローンのキャンペーンにつき

まして、諸般の事情により、平成３０年１１月１日受付分より、下記のとおり見直しさせ

ていただきますので、ご案内申しあげます。 

 

記 

 

 変更前 変更後 

金利引下げ条件 

① ＪＡ給振者・ＪＡ年金受給

者・農産物代金の振込（200

万円以上）がある方 

② ＪＡバンク住宅提携業者での

建築 

③ 他金融機関からの借換 

（①～③いずれかに該当の場合と

くとく金利より 0.20％減率） 

④ 借入時に 22歳以下の子供がい

る方 

⑤ 約定返済型カードローン契約

者（申込含む） 

⑥ ＪＡカードの発行（申込含

む）があり、携帯電話料金の

決済がＪＡカードの方 

⑦ 5大公共料金（電気、電話

（携帯電話含む）、ガス、水

道、ＮＨＫ）及び税金のうち

いずれかの自動振替契約（Ｊ

Ａカード決済含む）がある方 

⑧ ＪＡネットバンク契約者（申

込含む） 

⑨ ＪＡ共済契約者 

（④～⑨いずれかに該当の場合と

くとく金利より 0.10％減率） 

①  ＪＡ給振者・ＪＡ年金受給  

者・農産物代金の振込（200

万円以上）がある方 

② ＪＡバンク住宅提携業者での

建築 

③ 他金融機関からの借換 

（①～③いずれかに該当の場合と

くとく金利より 0.20％減率） 

④ 借入時に 22歳以下の子供がい

る方 

⑤ 約定返済型カードローン契約

者（申込含む） 

⑥ ＪＡカードの発行（申込含

む）があり、携帯電話料金の

決済がＪＡカードの方 

⑦ 5大公共料金（電気、電話

（携帯電話含む）、ガス、水  

道、ＮＨＫ）及び税金のうち 

いずれかの自動振替契約（Ｊ

Ａカード決済含む）がある方 

⑧ ＪＡネットバンク契約者（申

込含む） 

⑨ 削除 

（④～⑧いずれかに該当の場合と

くとく金利より 0.10％減率） 

 

以  上 


